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農業分野に係る経営力向上に関する指針 

 

第１ 現状認識 

   我が国の農業総産出額と生産農業所得は長期的に減少していたが、近年はおおむね

横ばいで推移している。 

   一方、我が国の農業を支える基幹的農業従事者数は、近年、減少傾向で推移すると

ともに、高齢化が進展している。2020年において、基幹的農業従事者数は約 136 万人、

平均年齢は 67.8歳で年齢構成は 70歳以上の層にピークがあり、今後、この層のリタ

イヤによる労働力の減少が急激に進むと見込まれている。 

   担い手の減少や高齢化の進行に伴い農業労働力が不足する中で、食料の安定供給の

確保に向けて、農業の持続的な発展を確保していくためには、担い手の経営承継や規

模拡大、法人化等の推進、農作業の効率化につながる農地の集積・集約化、担い手の

育成・確保等による国内農業の生産拡大とともに、農作業の省力化を実現するＡＩ、

ＩｏＴ、ロボット技術等を活用したスマート農業、環境に配慮した農業生産等の推進

により、労働生産性の向上や農業所得の増加を促進し、農業経営体の経営改善・強化

を図ることが重要である。 

 

第２ 経営力向上の内容・実施方法等に関する事項 

  １ 経営力向上計画の計画期間 

        計画期間は３年間ないし５年間とする。  

  ２ 経営力向上に係る要件 

     一 現に有する経営資源を利用する場合 

         経営力向上計画（中小企業等経営強化法（平成 11年法律第 18 号。以下「法」

という。）第 17条第１項に規定する経営力向上計画をいう。以下同じ。）の策定に

当たり、農業を営む特定事業者等（法第２条第６項に規定する特定事業者等をい

う。以下「事業者」という。）が目標として設定すべき経営指標は、中小企業等の

経営強化に関する基本方針（令和３年厚生労働省、経済産業省告示第１号）のと

おり「労働生産性」とする。 

       ※ 労働生産性とは、営業利益、人件費及び減価償却費の合計を、労働投入量（労

働者数又は労働者数に一人当たりの年間就業時間を乗じた数値）で除したもの

とする。 

   二 他の事業者から取得した又は提供された経営資源を利用する場合 

    イ 事業承継の促進 

           事業者が事業承継等（法第２条第 10項第９号に掲げるものを除く。）を行う

場合にあっては、次に掲げる取組を支援対象とする。 

     (1) 事業の継続が困難である他の事業者の事業を承継するもののうち、事業

の経営の承継を伴う取組 

     (2) 他の事業者の事業を承継するもののうち、事業承継等による経営資源の

組合せを通じた労働生産性の向上を目的とする取組 
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    ロ 経営指標 

      経営力向上計画の策定に当たり、事業者が目標として設定すべき経営指標は、

中小企業等の経営強化に関する基本方針のとおり「労働生産性」とする。 

  ３ 経営力向上に係る目標 

        事業者が、２の経営指標を用いて経営力向上計画に定めるべき目標は、その計画

期間に応じて以下のいずれかの伸び率とする。 

        なお、計画期間が終了した時点での労働生産性の値は正となることを求める。 

        事業者は、労働者数を削減するのではなく、営業利益、人件費及び減価償却費の

合計を増加させることにより労働生産性の向上を達成するよう努めるものとする。 

   一 ３年間の計画の場合    １％以上 

   二 ４年間の計画の場合     1.5％以上 

   三 ５年間の計画の場合        ２％以上 

４ 経営力向上に係る事業の実施に当たり留意すべき事項 

        事業者は、経営力向上に係る事業を行うに先立ち、「ローカルベンチマーク」等を

用いて自社の現状を具体的に分析し、経営課題を整理するとともに、経営力向上に

係る事業を的確に実施するため、当該事業が経営課題の解決に資することを明確化

するものとする。 

  ５ 経営力向上の取組内容に関する事項 

     事業者は、事業者自身の経営資源の活用の状況を分析の上、次の実施事項を踏ま

え、経営力向上に向けて改善すべき点を把握し、経営力向上に取り組むとともに、

経営力向上計画には、農業に関して、目標達成に向けて必要な実施事項を定めるこ

ととする。 

     一 農業経営マネジメントに係る事項 

     青色申告による取引の記帳等を通じ、農業経営の改善や対外信用力の強化等の

基礎となる信頼性のある計算書類等の作成に取り組む。また、事業環境や事業者

自身の強み等を踏まえた適切な経営計画の策定を進め、計画的な事業拡大・投資

を行うとともに、各種データを活用したＰＤＣＡサイクルの確立・運用等を通じ

た経営改善を図る。 

     加えて、自然災害、感染症等による急な事業環境の変化等に対応できるよう、

防災、減災、感染症対策等の事業継続のための取組を進めるとともに、農業経営

収入保険、経営安定対策、農業共済、各種民間保険等を活用し、リスク管理に努

める。 

   二 農畜産物の付加価値を向上させる取組に係る事項 

         消費者や実需者のニーズを把握・明確化し、ニーズに沿った農畜産物や加工品

の生産・開発・改良、販売方法の改善等を通じた高付加価値化、差別化、販路の

確保に取り組む。これらの取組に当たっては、商工業者との連携を通じた他産業

のノウハウの活用に努める。 

   三  生産コストの削減及び先端技術の導入、生産・製造管理の高度化に係る事項 

         効率的で高度化した生産方式を推進するため、省力化に資する機械・技術等の

導入、農地の集積・集約化による経営規模の拡大、スマート農業等の先端技術及
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び栽培・飼養等に係る新技術の導入や畜産部門における自給飼料の生産・利用の

拡大に取り組む。 

また、ＧＡＰ、ＨＡＣＣＰ等の導入により、消費者に対する衛生管理面等にお

ける信頼性の確保に取り組む。 

   四  環境に配慮した農業生産に係る事項 

         環境保全効果の高い営農活動の普及が推進されるよう、持続性の高い農業生産

方式の導入や有機農業の積極的な推進、省エネルギー技術、気候変動適応技術・

品種を活用した生産管理に取り組む。 

   五 人材の育成・確保に係る事項 

         中長期的な視点を持って経営承継や人材の育成に計画的に対応する。人材確保

に向け、求める人材像、雇用条件及びキャリアパスの明確化、従業員の適正な評

価、従業員の健康増進に資する取組等の職場・労働環境の改善に係る取組等を通

じ、女性、高齢者及び障害者を含む多様な担い手の働きやすさ及び意欲の増進を

図るとともに生産技術、経営管理等に係る研修に取り組む。 

   六 経営資源の組合せに係る事項 

     効率的な農畜産物及び加工品の生産や販売等が推進されるよう、現に有する経

営資源及び他の事業者から取得した又は提供された経営資源を有効に組み合わ

せて一体的に活用する。 

 

第３ 経営力向上の促進に当たって配慮すべき事項 

 １ 雇用への配慮 

    農林水産大臣は、人員削減を目的とした取組を経営力向上計画の認定の対象とし

ない等、雇用の安定に配慮するものとする。なお、組織再編行為が従業員等に与え

る影響が大きいことに鑑み、事業承継等を行う場合にあっては、特に配慮するもの

とする。 

  ２ 地域経済の健全な発展 

       農林水産大臣は、地域経済の健全な発展に配慮するため、地域経済やサプライチ

ェーンの維持・強化に資する事業承継等に係る取組を促進するものとする。 

  ３ 計画進捗状況についての調査 

    農林水産大臣は、経営力向上計画の進捗状況を調査し、把握する。また、経営力

向上計画の進捗状況を事業者自ら定期的に把握、評価することを推奨し、事業者の

行った自己評価の実施状況を把握する。 

  ４ 外部専門家の活用 

    農林水産大臣は、経営力向上計画の認定、経営力向上計画の進捗状況の調査、指

導・助言に際しては、その事業内容及び経営目標が適切か否かを判断するに当たっ

て、必要に応じて認定事業分野別経営力向上推進機関及び認定経営革新等支援機関

その他の専門家の知見を活用する。 

  ５ 信頼性のある計算書類等の作成及び活用の推奨 

    農林水産大臣は、関係行政機関の長等と連携して、事業者に会計の定着を図り、

会計の活用を通じた経営力の向上を図ることに加え、事業者が作成する計算書類等



4 
 

の信頼性を確保して、資金調達力を向上させ、事業者の財務経営力の強化を図るこ

とが、経営力向上の促進のために重要であるとの観点から、事業者に対し、納税の

青色申告による取引の記帳又は中小企業の会計に関する基本要領（平成 24 年２月

１日中小企業の会計に関する検討会作成）若しくは中小企業の会計に関する指針

（平成 17年８月１日日本税理士会連合会、日本公認会計士協会、日本商工会議所及

び企業会計基準委員会策定）に拠った信頼性のある計算書類等の作成及び活用を推

奨する。 

  ６ 申請手続の簡素化 

農林水産大臣は、申請手続の負担を軽減するため、電子申請システムの利用促進

に努める。 

７ ＩＴ、データ等の活用の促進 

農林水産大臣は、自動化、遠隔対応、ビジネスモデル革新、サイバーセキュリテ

ィ対策その他の事業者の経営力向上に向けた取組の促進に当たって、農業の特性に

配慮しつつ、農業経営の支援機関、取引先等を通じた働きかけ、共通基盤の構築等

を通じて、事業者によるＩＴ、データ等を活用した生産性の向上に係る取組を促進

するよう努めるものとする。 

８ 事業承継の円滑化に向けた環境整備 

  農林水産大臣は、事業者が事業承継を契機として経営力向上に向けた取組を行う

ことができるよう、関係行政機関の長等と連携して、事業者が事業承継を円滑に行

うことができる環境を整備するものとする。 

 

第４ 事業分野別経営力向上推進業務に関する事項 

   認定事業分野別経営力向上推進機関に対しては、１に掲げる要件を満たし、かつ、

２に掲げる業務を行うための知見や能力を有することを求める。 

  １ 要件 

   一 組織体制 

    イ 窓口となる拠点を有していること。 

    ロ 役員（会長、理事等）がおり、かつ、常勤職員が２人以上いること。 

    ハ 事業者団体の運営や農業の振興に係る定期的な会合を年１回以上開催してい

ること。 

    ニ 事業分野別経営力向上推進業務に相当する業務に係る１年以上の実務経験を

含む３年以上の普及啓発及び研修等又は調査研究に係る実務経験を有してい

る者により、２に掲げる業務を行うこと。 

    ホ 事業分野別経営力向上推進業務を行う者が中核となって、適切な人材管理を

行うとともに、自らの監督と責任の下に下部組織等を活用して、事業分野別経

営力向上推進業務を実施する体制を有していること。 

   二 事業基盤 

    イ 会員からの会費収入又は自主事業による収入その他の適切な収入基盤を有し

ていること。 

    ロ 決算報告書等、事業基盤の健全性を確認できる書類等を作成していること。 
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  ２ 業務 

   一 普及啓発及び研修等 

     事業者が経営力向上の取組を効果的に実施できるよう、その模範となる取組に

ついて、セミナーやＷＥＢサイトによる情報の発信等を図ること。 

   二 調査研究等 

     経営力向上の模範となる取組に係る情報の収集、整理及び分析並びに必要な調

査研究を行うこと。 

  ３ 事業分野別経営力向上推進業務の実施に当たって配慮すべき事項 

   一 農林水産大臣が配慮すべき事項 

    イ 農林水産大臣は、地域における事業者の支援の担い手を多様化・活性化し、

事業者に対して専門性の高い支援を行うための支援体制の充実を図るものと

する。 

    ロ 農林水産大臣は、事業分野別経営力向上推進業務を行う者に対して、必要な

制度概要等の周知徹底に努めるものとする。 

    ハ 農林水産大臣は、事業分野別経営力向上推進業務を行う者が認定の申請を行

う際に必要となる書類の簡素化に努めるものとする。 

    ニ 農林水産大臣は、認定事業分野別経営力向上推進機関に対して、政策評価の

観点から、定期的に事業分野別経営力向上推進業務の実施状況や成果について、

任意の調査等を実施するものとする。 

    ホ 農林水産大臣は、認定事業分野別経営力向上推進機関に対する任意の調査等

の結果、必要と判断した場合には、当該認定事業分野別経営力向上推進機関の

事業分野別経営力向上推進業務の成果について報告を求める等により、当該認

定事業分野別経営力向上推進機関による支援体制の状況等を把握するものと

する。 

   二 認定事業分野別経営力向上推進機関が配慮すべき事項 

    イ 認定事業分野別経営力向上推進機関は、事業分野別経営力向上推進業務の実

施に当たって、合理的な理由なく、特定の事業者を支援対象から外すことのな

いようにすること。 

    ロ 認定事業分野別経営力向上推進機関は、業務上知り得た秘密の保持による信

頼の確保を図ること。 

   三 独立行政法人中小企業基盤整備機構が配慮すべき事項 

     独立行政法人中小企業基盤整備機構は、認定事業分野別経営力向上推進機関の

依頼に応じて、技術、海外展開、広域的販路開拓、商業活性化、知財管理等に関

し専門的な知識を有する専門家の派遣等の協力業務を行うこと。 

 

第５ 適用範囲 

   本指針の適用範囲は、日本標準産業分類のうち、中分類 01—農業（小分類 014 園芸

サービス業を除く。）に分類される事業者に適用されるものとする。 

 


